
政
令
第
百
五
十
八
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４

法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
当
該
納

税
義
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
実
の
み
に
基
づ
い
て
同
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
申

告
、
決
定
又
は
更
正
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
申
告
、
決
定
又
は
更
正
に
基
づ
き
法
第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
と
す
る
。

第
九
条
の
三
中
「
第
十
二
条
の
三
第
六
項
（
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
七
項
（
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条



の
三
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
四
第
二
項
中
「
（
無
申
告
加
算
税
）
（
同
条
第
三
項
」
を
「
又
は
第
三
項
（
無
申
告
加
算
税
）
（
こ
れ
ら
の
規

定
が
同
条
第
四
項
」
に
、
「
加
算
す
べ
き
」
を
「
加
算
し
、
又
は
計
算
す
べ
き
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
四
号
中
「
又
は
禁
止
品
及
び
」
を
「
、
検
疫
指
定
物
品
又
は
輸
入
禁
止
品
及
び
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
同
条

第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
中
「
第
七
号
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
七
号
中
「
（
特
許
権
者
、
実
用
新
案
権

者
、
意
匠
権
者
又
は
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
（
適
用
除

外
等
）
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
第
六
十
二
条
の
二
十
七
並
び
に
第
六
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
組
成
す
る
貨
物
に
係
る
不
正
競
争
差
止
請
求
権
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
十
二
条
の
二
十
七
中
「
）
に
掲
げ
る
行
為
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
（
適
用
除
外
等
）
に
定
め

る
行
為
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
号
」
を
「
不

正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。



第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
の
届
出
」
を
削
り
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四

申
告
者
等
と
税
関
事
務
管
理
人
と
の
間
に
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
関
関
係
手
続
等
の
処
理
に
係
る
委

任
契
約
そ
の
他
の
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
八
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
居
所
」
の
下
に
「
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

申
告
者
等
（
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
者
等
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第
八
十
四
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
居
所
」
の
下
に
「
（
法
人

に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

一

申
告
者
等
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第
八
十
四
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

前
項
の
書
面
に
は
、
同
項
第
四
号
の
契
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
同
号
の
契
約
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
そ

の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
税
関
事
務
管
理
人
と
の
間
の
特
殊
の
関
係
）

第
八
十
四
条
の
二

法
第
九
十
五
条
第
五
項
第
三
号
（
税
関
事
務
管
理
人
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、

一
方
の
者
と
他
方
の
者
と
の
関
係
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
関
係
と
す
る
。

一

い
ず
れ
か
一
方
の
者
が
他
方
の
者
の
事
業
に
係
る
議
決
権
を
伴
う
社
外
株
式
の
総
数
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
社

外
株
式
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
、
管
理
し
、
又
は
所
持
し
て
い
る
場
合

二

一
方
の
者
と
他
方
の
者
と
の
事
業
に
係
る
議
決
権
を
伴
う
社
外
株
式
の
総
数
の
そ
れ
ぞ
れ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

社
外
株
式
が
同
一
の
第
三
者
に
よ
つ
て
直
接
又
は
間
接
に
所
有
さ
れ
、
管
理
さ
れ
、
又
は
所
持
さ
れ
て
い
る
場
合

三

い
ず
れ
か
一
方
の
者
の
役
員
の
二
分
の
一
以
上
又
は
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
役
員
が
、
他
方
の
者
の
役
員
若
し
く

は
使
用
人
を
兼
務
し
て
い
る
者
又
は
他
方
の
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
つ
た
者
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
他
方
の
者
が
当
該
一
方
の
者
の
事
業
の
方
針
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
実



質
的
に
決
定
で
き
る
場
合

四

一
方
の
者
と
他
方
の
者
と
が
そ
の
行
う
事
業
の
法
令
上
認
め
ら
れ
た
共
同
経
営
者
で
あ
る
場
合

五

い
ず
れ
か
一
方
の
者
が
、
他
方
の
者
と
親
族
関
係
に
あ
る
場
合
又
は
他
方
の
者
の
役
員
で
あ
る
関
係
若
し
く
は
そ
の

役
員
と
親
族
関
係
に
あ
る
場
合

第
八
十
五
条
中
「
第
九
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項

（
出
港
手
続
）
」
を
「
第
十
七
条
（
出
港
手
続
）
、
第
十
七
条
の
二
（
特
殊
船
舶
等
の
出
港
手
続
）
」
に
、
「
特
殊
船
舶

の
」
を
「
特
殊
船
舶
等
の
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
二
第
一
項
中
「
統
計
の
閲
覧
及
び
磁
気
テ
ー
プ
等
の
交
付
」
を
「
証
明
書
類
の
交
付
及
び
統
計
の
閲
覧
等
」

に
改
め
、
第
四
号
を
削
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
ま
で
、
」
を
「
ま
で
に
掲
げ
る
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品
、
同
表
」
に
、
「
第
二
四
○

四
・
一
九
号
の
一
」
を
「
第
二
四
○
四
・
一
九
号
」
に
、
「
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品
並
び
に
同
表
」
を
「
非
燃
焼



吸
引
用
の
物
品
（
同
表
の
付
表
第
一
第
二
号
の
第
二
欄
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
法
の
別
表
第
二
四

○
四
・
一
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
（
同
表
の
付
表
第
一
第
二
号
の
第
二
欄
の
⑵
に
規

定
す
る
充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
を
い
う
。
第
十
三
条
の
六
の
表
第
二
号
及
び
第
二
十
八
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
法
の

別
表
の
付
表
第
一
第
二
号
の
第
二
欄
の
⑶
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
法
の
別
表
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
六
の
表
第
二
号
中
「
第
二
四
○
四
・
一
九
号
の
一
」
を
「
第
二
四
○
四
・
一
九
号
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
物

品
」
の
下
に
「
（
同
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
二
号
中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
、
「
ま
で
、
」
を
「
ま
で
に
掲
げ
る
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

並
び
に
同
表
」
に
、
「
第
二
四
○
四
・
一
九
号
の
一
」
を
「
第
二
四
○
四
・
一
九
号
」
に
、
「
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代

用
品
」
を
「
非
燃
焼
吸
引
用
の
物
品
（
同
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
グ
リ
セ
リ
ン
等
に
限
る
。
）
」
に
改

め
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
四
号
中
「
（
第
十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
チ
リ
共
和
国
協
定
」
と
い
う
。
）
」
を
削



る
。第

十
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
（
当
該
経
済
連
携
協
定
の
う
ち
二
以
上
の
経
済
連
携
協
定
が
当
該
締
約
国
に
つ
い

て
効
力
を
生
ず
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち

も
遅
い
日
）
」
を
削
り
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
度
」
を
「
令
和
四
年
度
」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
の
三
の
表
中
「
で
あ
つ
て
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
八
第
三
項
中
「
、
同
表
の
四
十
五
の
項
及
び
四
十
六
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
係
る
輸
入
基
準
数
量
を

算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
修
正
対
象
物
品
の
輸
入
数
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
中
「
と
す
る
。
」
と
あ

る
の
は
、
「
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
各
年
の
輸
入
数
量
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
協
定
の
効
力

発
生
の
日
前
の
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
合
計
数
量
と
す
る
。
」
と
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。



一

関
税
率
表
第
三
九
二
四
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
ハ
ン
ガ
ー

第
二
十
条
第
三
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

関
税
率
表
第
三
九
二
四
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
ハ
ン
ガ
ー

別
表
第
一
の
七
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
チ
リ
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
十
七
の
項
及
び

三
十
四
の
項
に
お
い
て
「
チ
リ
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の

十
二
の
項
中
「
（
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
が
マ
レ
ー
シ
ア
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
二
十
二
の
項
、
三
十

の
項
及
び
三
十
二
の
項
に
お
い
て
「
マ
レ
ー
シ
ア
発
効
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」

を
削
り
、
同
表
の
十
七
の
項
中
「
（
チ
リ
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
二
十

二
の
項
、
三
十
の
項
及
び
三
十
二
の
項
中
「
（
マ
レ
ー
シ
ア
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削

り
、
同
表
の
三
十
四
の
項
中
「
（
チ
リ
発
効
日
以
後
に
輸
入
申
告
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
七
条
第
一
項
中
「
交
付
手
数
料
」
を
「
交
付
及
び
統
計
の
閲
覧
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
磁
気
テ
ー
プ
等
の

交
付
手
数
料
）
に
お
い
て
」
を
「
に
お
い
て
読
み
替
え
て
」
に
、
「
）
の
」
を
「
）
に
財
務
大
臣
が
」
に
改
め
、
「
第
九
十

条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
（
統
計
の
閲
覧
及
び
磁
気
テ
ー
プ
等
の
交
付
の
申
請
等
）
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
四
号

ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
」
を
削
り
、
「
、

そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
、
「
十
日
以
内
に
」
を
「
二
十
日
以
内
に
、
同
月
の
翌
月
分
に
つ
い
て
は
当
該
許
可
又
は
承
認
の
日

の
属
す
る
月
の
末
日
と
当
該
許
可
又
は
承
認
の
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
す
る
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ

れ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
変
更
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
の
手
数
料
の
納
付
後
に
」
を
削
り
、
「
十
日
を
経

過
し
た
」
を
「
二
十
日
を
経
過
す
る
」
に
、
「
が
減
少
し
た
」
を
「
が
減
少
し
、
か
つ
、
そ
の
減
少
す
る
前
の
手
数
料
の
額

が
既
に
納
付
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
表
期
間
の
欄
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年

三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
四
○
六
・
一
○
号
、
第
○
四
○
六
・
四
○
号
及
び
第
○
四
○
六
・
九
○
号
の
項
中
「
五
五
、
五
○
○
ト
ン
」
を

「
五
二
、
○
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
○
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
四
、
二
二
三
、
三
○
○
ト
ン
」
を
「
四
、
二
三
五
、
三
○
○
ト
ン
」
に
、
「
三
五

四
、
二
○
○
ト
ン
」
を
「
三
二
○
、
六
○
○
ト
ン
」
に
、
「
七
八
、
七
○
○
ト
ン
」
を
「
六
六
、
七
○
○
ト
ン
」
に
改
め

る
。別

表
第
一
一
○
七
・
一
○
号
及
び
第
一
一
○
七
・
二
○
号
の
項
中
「
五
○
九
、
一
○
○
ト
ン
」
を
「
四
九
四
、
三
○
○
ト

ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
八
・
一
二
号
、
第
一
一
○
八
・
一
三
号
、
第
一
一
○
八
・
一
四
号
、
第
一
一
○
八
・
一
九
号
、
第
一
一
○

八
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
及
び
第
一
九
○
一
・
九
○
号
の
項
中
「
一
五
七
、
○
○
○
ト
ン
」
を
「
一
六
七
、
○

○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
の
項
中
「
八
、
八
○
○
ト
ン
」
を
「
五
、
九
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。



別
表
第
二
○
○
二
・
九
○
号
の
項
中
「
三
七
、
八
○
○
ト
ン
」
を
「
七
、
六
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
八
・
二
○
号
の
項
中
「
三
七
、
六
○
○
ト
ン
」
を
「
三
八
、
三
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
二
号
中
「
に
規
定
」
を
「
の
規
定
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
七
号
の
二
八
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
七
の
二

関
税
法
施
行
令
第
八
十
四
条
第
二
項
（
税
関
事
務
管
理
人
の
届
出
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
添
付

九
別
表
中
第
七
○
号
の
一
二
を
削
り
、
第
七
○
号
の
一
三
を
第
七
○
号
の
一
二
と
し
、
第
七
○
号
の
一
四
か
ら
第
七
○
号
の

一
六
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
十
二
条
の
二
十
七
の
改
正
規
定
、
同
令
第
八

十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
条
中
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
七
号
の
二
八
の
次
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

令
和
五
年
十
月
一
日

二

第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
四
ま
で
の
改
正
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

税
関
長
は
、
特
許
権
者
等
（
特
許
権
者
、
実
用
新
案
権
者
若
し
く
は
意
匠
権
者
又
は
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
不
正
競
争
差
止
請
求
権
者
（
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律

第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
組

成
す
る
貨
物
に
係
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
受
理
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
立
て
に
係
る
同
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
認
定
手



続
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
に
定
め
る
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第

四
項
又
は
第
五
項
の
通
知
を
受
け
た
当
該
認
定
手
続
が
執
ら
れ
た
貨
物
に
係
る
特
許
権
者
等
及
び
当
該
貨
物
を
輸
入
し
よ
う

と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
貨
物
が
同
法
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
こ

と
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
証
拠
を
提
出
し
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
（
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
こ
の
政
令
の
施

行
の
日
前
に
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
た

も
の
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
税
関
関
係
手
数
料
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
手
数
料
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第

三
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
同
項
の
許
可
又
は
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ



い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
税
関
関
係
手
数
料
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
手
数
料
令
」
と
い

う
。
）
第
九
条
第
三
項
の
許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２

新
手
数
料
令
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
項
の
変
更
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手

数
料
の
額
が
増
加
又
は
減
少
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
手
数
料
令
第
九
条
第
四
項
の
変
更
に

よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
が
増
加
又
は
減
少
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


